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２０２０年人事院勧告の取り扱いに関する要請書 

貴職の地方公務員の賃金・労働条件の改善に向けたご努力に敬意を表します。 

人事院は10月7日、政府と国会に対し月例給を除く一時金に関する給与勧告等を行いまし

た。勧告は、新型コロナ感染拡大防止などで公務公共サービスが大きな役割を果たしてい

るにもかかわらず、民間企業の一時金の状況を踏まえ、国家公務員の一時金を0.05月引き

下げの勧告を行いました。 

この勧告内容は、地方の公務公共職場で働くすべての労働者や、地方の公務職場の影響

を大きく受ける地域民間労働者へのマイナスの影響を加速するものです。そして、住民の

いのちやくらしを守るために現場の最前線で奮闘している職員に報いるどころかモチベー

ションを低下させるものと言わざるを得ません。いま必要なのは、憲法をいかし住民のい

のちやくらしを守るなどの自治体の役割を果たすためにふさわしい職員の賃金や労働諸条

件の改善、業務量に見合った人員確保や体制の強化です。 

つきましては、今後の地方自治体における人事委員会勧告の内容や取り扱い、地方自治

の原則にもとづいた自主的な賃金･労働条件決定の尊重等について、下記の通り要請します。 

 

記 

 

１．地方公務員の賃金・労働条件の決定にあたり、地方自治体の自主性・主体性を尊重す

ること。国家公務員賃金制度の画一的な地方自治体への押し付けは行わないこと。 

 

２．財政措置を利用した地方公務員の賃金・労働条件切り下げの強制は行わないこと。 

 

３．任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営を堅持するとともに、会計年度任

用職員の処遇改善と安定雇用につながるよう適切に対応すること。 

 

４．地方公務員の長時間・過密労働解消に向け、業務量に見合った人員確保や体制の強化

をはかることができるように国として対応すること。 

 

５．消防職員の団結権をはじめ、労働基本権の全面回復など憲法とILO勧告に沿った民主的

公務員制度を確立すること。 

以 上 


